
建築検査機構株式会社確認検査等手数料 

令和７年 5 月１日 

建築確認申請手数料 

表１の基本料金と表２の付加手数料の合計とします。 

表１ 基本料金 

 申請面積（㎡） 構造審査の不要なものはＡのみ、構造審査のあるものはＡ＋Ｂ、構造計算がルート２，ルー

ト３によるものはＡ＋Ｂ+Ｃを手数料とします 

A 

意匠設備審査手数料 

Ｂ 

構造審査手数料 

（構造仕様規定、 

ルート１構造計算） 

（構造上棟毎） 

Ｃ 

特定構造計算基準又は増改築特定

構造計算基準加算 

（ルート２、ルート３加算） 

（構造上棟毎） 

100 ㎡以内 30,000 10,000 20,000 

100 ㎡超から 200 ㎡以内 35,000 10,000 20,000 

200 ㎡超から 500 ㎡以内 50,000 20,000 30,000 

500 ㎡超から 1,000 ㎡以内 110,000 30,000 50,000 

1,000 ㎡超から 2,000 ㎡以内 140,000 40,000 50,000 

2,000 ㎡超から 3,000 ㎡以内 200,000 40,000 60,000 

3,000 ㎡超から 4,000 ㎡以内 240,000 60,000 60,000 

4,000 ㎡超から 6,000 ㎡以内 260,000 60,000 60,000 

6,000 ㎡超から 8,000 ㎡以内 300,000 60,000 60,000 

8,000 ㎡超から 10,000 ㎡以内 320,000 80,000 80,000 

10,000 ㎡超から 15,000 ㎡以内 390,000 80,000 80,000 

15,000 ㎡超から 20,000 ㎡以内 480,000 80,000 80,000 

20,000 ㎡超から 50,000 ㎡以内 620,000 80,000 80,000 

50,000 ㎡超から 100,000 ㎡以内 1,050,000 80,000 80,000 

100,000 ㎡超える 2,100,000 80,000 80,000 

ご注意事項 

・当社で確認を受けた建築物計画変更申請の手数料は申請面積の審査手数料（Ａ＋Ｂ+Ｃ）（ただしＢ，Ｃは審査

が伴う場合に限る）の半額とします 

・当社以外で確認を受けた建築物の計画変更申請は上表の手数料とします 

・別棟増築については、申請面積を対象とします。 

・一体増築、改築、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えについては、確認申請書第４面記載の申請以外の部

分の面積も含みます 

・構造計算に一貫計算以外の計算方法や耐震診断を含む内容、その他特殊な構造、手計算等が使用されている場

合は審査料金が 5 倍となります。 

・用途変更申請の手数料は上表の１．５倍とします 

・事前審査において、指摘事項が繰り返し訂正されない状況、不整合箇所が著しく多い状況が確認された場合、
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上表の手数料の５０％を追加で申し受ける場合があります。 

・消防局への当社社員による持込及び引取りは、各消防局の承認があった場合のみとし、別途手数料 33,000 円 

（税込）を加算します 

・消防同意の再送付は、2,000 円を加算します 

・一定の物件数をご申請いただくお客様に対しては割引の適用があります。 

 

 

表２ 付加手数料 

・各審査項目等に応じて下表の手数料を加算します 

審査項目等 対象面積又は適用範囲 手数料（円） 

省エネ適合性判定適用除外 

（仕様規定審査） 

一戸建て住宅 20,000 

共同住宅・⾧屋等 50,000+3,000×住戸数 

天空率による高さ制限不適用 

（一戸建て住宅以外） 
検討エリアごと 10,000 

バリアフリー法及び同法第 14 条 3 項に

よる条例の規定の審査 

（対象部分の床面積の合計） 

500 ㎡以内 10,000 

500 ㎡超から 2,000 ㎡以内 20,000 

2,000 ㎡を超える 30,000 

避難安全検証法（区画・階・全館） 

（対象部分の床面積の合計） 

2,000 ㎡以内 80,000 

2,000 ㎡を超える 120,000 

耐火・防火区画性能検証法 

特定天井、限界耐力計算法 

エネルギー法、告示免振法 

（対象部分の床面積の合計） 

2,000 ㎡以内 50,000 

2,000 ㎡を超える 表１ A の料金の３割 

施行令第 46 条第 1 項の建築物以外の 

木造建築物（木質フレーム構造など） 
1 棟あたり 50,000 

固有特定避難時間、固有通常火災 

終了時間、及び特定区画通常火災 

継続時間の計算を用いるもの 

1 棟あたり 300,000 

昇降機の併願申請 昇降機 1 台あたり 昇降機手数料表に記載の額 

補足事項 

・当社指定のシステム（NICE WEB 申請）を利用せずに事前審査を実施した場合は、1 申請あたり 5,000 円を

追加で加算します 

・電子申請において、当社が消防同意に要する図書を紙面に出力する場合、1 部あたり 2,000 円を追加で加算し

ます。（ただし５０ページを超える場合は別途見積りいたします。 

  



中間検査・完了検査・仮使用認定 手数料 

表１の基本料金と表２の付加手数料の合計とします。 

表１ 基本料金 

 申請面積（㎡） 中間検査・完了検査・仮使用認定 

中間・完了 

検査手数料 

完了検査 

省エネ追加手数料 

（仕様規定等含む） 

(標準入力法、主要室入力法は倍額) 

(判定対象一棟) 

仮使用認定 

100 ㎡以内 26,000 20,000 20,000 

100 ㎡超から 200 ㎡以内 32,000 20,000 20,000 

200 ㎡超から 500 ㎡以内 60,000 40,000 30,000 

500 ㎡超から 1,000 ㎡以内 80,000 40,000 40,000 

1,000 ㎡超から 2,000 ㎡以内 110,000 40,000 50,000 

2,000 ㎡超から 3,000 ㎡以内 130,000 50,000 60,000 

3,000 ㎡超から 4,000 ㎡以内 150,000 50,000 70,000 

4,000 ㎡超から 6,000 ㎡以内 170,000 50,000 80,000 

6,000 ㎡超から 8,000 ㎡以内 220,000 60,000 100,000 

8,000 ㎡超から 10,000 ㎡以内 240,000 60,000 110,000 

10,000 ㎡超から 15,000 ㎡以内 260,000 60,000 130,000 

15,000 ㎡超から 20,000 ㎡以内 280,000 100,000 140,000 

20,000 ㎡超から 50,000 ㎡以内 330,000 100,000 165,000 

50,000 ㎡超から 100,000 ㎡以内 1,000,000 200,000 500,000 

100,000 ㎡超える 2,000,000 500,000 1,000,000 

 

表２ 付加手数料 

項目 加算手数料 

遠方交通費 遠方加算検査手数料表による 

追加説明書 申請面積の確認申請手数料（Ａ＋Ｂ）の１／２の額に付加手数料を加算した額 

軽微な変更（省エネ適判にかかるもの以外） \5,000／１回（申請以前に提出された事前の届け出を含め、提出された回数分） 

軽微な変更（省エネルート B） \10,000／１回 

再検査 検査手数料の１／２の額 

特定行政庁による仮使用の事前検査 申請面積の仮使用認定手数料の１／２の額 

ご注意事項 

・他社確認の検査及び仮使用認定料金は同建物床面積の審査料と同額が加算されます。（確認副本等とその全て

の写しの提出が必要） 

・当社で審査に関わっていない適合判定通知書等による建築物の完了検査手数料は、省エネ適合性判定料金を加

算します。 

 

 

user
矩形


